福井大学医学部附属病院受託実習生受入規程
平成16年４月１日

福大医病規程第23号

（趣旨）
第１条　この規程は，福井大学医学部附属病院（以下「病院」という。）における受託実習生の受入れについて必要な事項を定める。
（定義）
第２条　この規程において「受託実習生」とは，看護師，臨床検査技師，診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等（以下「養成機関等」という。）の長から，病院における実習を委託された当該養成機関等の学生，生徒等をいう。
（申請）
第３条　養成機関等の長は，学生，生徒等の実習を病院に委託しようとするときは，実習委託申請書（別紙様式第１）により，病院長に願い出なければならない。
（許可）
第４条　病院長は，前条の規定による申請があったときは，病院の業務に支障がない場合に限り，実習を許可することができる。
２　病院長は，実習を許可したときは，受託実習生受入許可書（別紙様式第２）を交付するものとする。
（実習期間）
第５条　実習期間は１年以内とし，実習を許可する日の属する会計年度を超えることができない。
（実習料）
第６条　受託実習生の実習料は，１人につき日額2,200円とする。ただし，薬剤師の養成を目的とする受託実習生に係る実習料の額は，受託実習生１人につき１週間毎26,190円とし，実習期間が１週間に満たない場合は現実習日数を基礎として日割りによって実習料を算出する。

２　前項の規定にかかわらず，実習料等の額に関して当該受託実習生の養成機関等の長から申出があり，病院長が適当であると判断した場合は，当該申出の額をもって実習料等の額とすることができる。
３　養成機関等の長は，第４条の規定により実習を許可されたときは，許可された期間に係る実習料の全額を実習の開始前に納入しなければならない。
４　前項の実習料を実習の開始前までに納入しない場合は，病院長は，受託実習生の受入れの許可を取り消すものとする。
５　既納の実習料は，還付しない。ただし，病院長が特に認める場合は,この限りではない。

（受託実習生の責務）
第７条　受託実習生は，本院の諸規則を守り，病院長の指示に基づいて実習をしなければならない。
（実習証明書の交付）
第８条　病院長は，養成機関等の長から当該実習に係る証明の願い出があったときは，証明書を交付することができる。
（許可の取消し等）
第９条　受託実習生が第７条の規定に違反し，又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは，病院長は，当該受託実習生の実習を停止させ，又は第４条の許可を取り消すことができる。
（雑則）
第１０条　この規程に定めるもののほか，受託実習生に関し必要な事項は，病院長が定める。
　
附　則
この規程は，平成16年４月１日から施行する。

附　則（平成17年４月１日福大医病規程第34号）

この規程は，平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成18年４月１日福大医病規程第61号）

この規程は，平成18年４月１日から施行する。

附　則（平成21年７月23日福大医病規程第９号）

この規程は，平成22年４月１日から施行する。

附　則（平成22年３月25日福大医病規程第４号）

この規程は，平成22年４月１日から施行する。

附　則（平成22年12月24日福大医病規程第13号）

この規程は，平成22年12月24日から施行する。

附　則（平成26年３月27日福大医病規程第５号）

この規程は，平成26年４月１日から施行する。

附　則（平成29年２月23日福大規程第49号）

この規程は，平成29年４月１日から施行する。

附　則（平成30年２月22日福大規程第34号）

この規程は，平成30年２月22日から施行し，平成30年２月１日から適用する。

附　則（令和元年９月26日福大規程第124号）　

この規程は，令和元年10月１日から施行する。
附　則（令和２年12月24日福大規程第137号）

この規程は, 令和３年４月１日から施行する。　
別紙様式第１
実 習 委 託 申 請 書

令和    年    月    日

福井大学医学部附属病院長　　

住所

養成機関等名

代表者名　                     
　貴病院において，下記のとおり実習を委託したいので，申請します。

記

１．氏名及び実習期間等

	氏        名
	年齢
	実  習  期  間
	実習希望部
	備  考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


２．実習内容

３．実習担当者連絡先

　　　所属・氏名

　　　電話番号

４．遵守事項

  (1)  実習に際しては，貴病院の諸規則を遵守させるとともに，貴病院の責任者の指示に従わせます。

(2)  万一，実習生が故意又は過失等により貴病院に損害を及ぼした場合又は実習生が被災した場合は，当養成機関が一切の責任を負います。

(3)　実習中に知り得た貴病院に関わるあらゆる情報に関して，情報の漏洩はしません。
別紙様式第２
受 託 実 習 生 受 入 許 可 書

○○福井大第        号

令和    年    月    日

  （養成機関等の長）

                           殿

                                             福井大学医学部附属病院長　　

  令和    年    月    日付けで実習委託申請のあったことについては，下記のとおり受入れを許可します。

記

１．実習生氏名                                外     名（別紙のとおり）

２．実習許可期間

